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告示第69号
無害化処理認定事業者による無害化

・無害化の基準
・処理を行う者の基準
・施設の基準
・焼却炉の基準 等

告示の改正方針

排出元

排出元

無害化処理生成物告示第69号

無害化処理生成物告示第69号

現行 改正後

PCB油等 汚染物
（可燃）

金属くず等

5,000㎎／㎏以下 5,000㎎／㎏以下 10万㎎／㎏以下

告示第98号 無害化処理の対象

処理物

5,000㎎／㎏以下

PCB油等 汚染物
（可燃）

金属くず等

5,000㎎／㎏以下 5,000㎎／㎏以下 10万㎎／㎏以下

告示第98号 無害化処理の対象

処理物

5,000㎎／㎏以下

高濃度PCB廃棄物
・5,000mg/kg超
・分別・除去及び焼却を行う事業者でのみ受入可 等

追加

告示第69号
無害化処理認定事業者による無害化

・無害化の基準
・処理を行う者の基準
・施設の基準
・焼却炉の基準 等

高濃度PCB廃棄物の無害化の基準
・分別・除去及び焼却の義務付け
・分別・除去及び焼却の設備や維持管理基準 等

追加
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告示第98号：無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物

告示の改正箇所及び方針（対象物）

項目 規定に追加する内容

１ 無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を石綿含有一般廃棄物と規定
PCB廃棄物も対象に追加する

２ 無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物を以下のとおり規定

一 廃PCB等
電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油
その他の廃PCB：5,000㎎／㎏以下のもの
その他高濃度廃PCB等：上記のものを除く5,000㎎／㎏超のもの

（ただし告示第69号で定める方法で焼却を行う場合に限る）

二 PCB汚染物
微量PCB汚染廃電気機器
汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類：100,000㎎／㎏以下のもの
金属くず等：5,000㎎／㎏以下のもの
その他高濃度PCB汚染物：上記のものを除く5,000㎎／㎏超のもの

（ただし告示第69号で定める分別・除去を行う場合に限る）

三 PCB処理物
微量PCB汚染廃電気機器及び絶縁油
その他の処理物：5,000㎎／㎏以下のもの

四 廃石綿

五 石綿含有産業廃棄物

※廃業後に一般家庭の車庫等として使われていた
場所から安定器が発見されること等を想定
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告示の改正箇所及び方針（処理基準等）

告示第69号：低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等

項目 規定に追加する内容

第一条 無害化の基準

第二条 無害化処理の内容の基準

第三条 無害化処理を行う者の基準

第四条 無害化処理施設の基準

第五条 特例に係る施設の維持管理基準

第六条 特例に係る施設の基準

第七条 申請書記載事項

第八条 実証試験に関する書類

第九条 記録の閲覧

第十条 記録する事項

第十一条 環境大臣に報告する事項

高濃度PCB廃棄物の分別・除去及び焼却に係る基準

高濃度PCB廃棄物の処理を行う場合の基準として分別・除去や焼却を義務付け

高濃度PCB廃棄物の分別・除去及び焼却に係る実証試験関係の書類

高濃度PCB廃棄物の分別・除去を行い、5,000mg/kg以下となるように焼却していること
を確認した分析結果等
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